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  （仮称）第６次横須賀市男女共同参画プランの策定について 

 
１ （仮称）第６次横須賀市男女共同参画プランの策定手順 

 
（１）素案の作成 
  ・審議会 
  ・各事業の主管課 

 
（２）案の作成（10 月） 

 
（３）パブリック・コメント手続き（11 月実施予定） 
 
（４）計画の決定（２月） 
     ↓ 
  新プラン開始（４月） 
 
２ （仮称）第６次横須賀市男女共同参画参画プランの策定スケジュール 

年 月 審議会 事務局 

Ｒ４ 

（2022） 
５  新プラン全体像の作成 

６ 
審議会１ 

新プラン全体像（素案の検討）【諮問】 
新プラン（案）体系・全体像作成 

７  
各事業の主管課との 

調整開始～８月 

８ 
審議会２ 

新プラン案の検討①  

10 
審議会３ 

新プラン案の検討②  

11  パブリック・コメントの実施 

Ｒ５ 

（2023） 
１ 

審議会４ 

パブコメ回答について 
新プラン案の修正確認 

 

２ 
審議会５ 

答申案の検討（新プラン案完成）  

３  審議会から市長へ答申【答申】 

 
 
 

資料４－１ 

男女共同参画及び多様な性の

尊重に関する審議会 

令和４年６月 27 日 
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３ （仮称）第６次横須賀市男女共同参画プランの骨子（案）について 

 
（１）概要 

計画期間：令和５年度（2023 年度）～令和７年度（2025 年度）の３年間 
 
計画内容：第５次プランを引き継ぎ、これまでの男女共同参画の考え方を踏襲しなが 
     ら、第５次プラン策定後に施行された「男女共同参画推進及び多様な性を尊 
     重する社会実現のための条例」の基本理念をはじめ、令和２年 12 月に閣議決 

     定された国の計画や神奈川県のプラン、第５次プラン策定後の社会情勢を踏ま 
     え、性別にかかわらず、すべての“ひと”が自分らしく輝けるまちを目指し 
     ます。 

 計画の位置づけ 

  ①「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく市町村男女共同参画計画 

  ②「男女共同参画推進及び多様な性を尊重する社会実現のための条例」第 10 条に 

    基づく基本計画 

   ③「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」 

     第６条２に基づく市町村推進計画 

   ④「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」 

 第２条の３第３項に基づく市町村基本計画 
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横須賀市 

○YOKOSUKA VISION 2030 

〇横須賀再興プラン 
 

（仮称）第６次横須

賀市男女共同参画プ

ラン 

 

 

 

 

○第５次プラン中間評価

（目標値達成評価）報告書 
 
○アンケート調査結果報告書 

目標・施策 

具体的事業 


